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第１章 対象鉄道建設等事業の名称及び事業者の名称等 

  1.1 対象鉄道建設等事業の名称 

     九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る 

佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業 

 

  1.2 事業者の名称等 

      事 業 者 の 名 称：独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

      代 表 者 の 氏 名：理事長  石川 裕己 

      住     所：神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 

 


